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２-４．圏域の類型化 

近畿圏における地域間の都市機能連携について検討するに当たり、以下のような考え方に基

づき圏域を類型化する。 

 

＜圏域の類型化（案）の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＳＴＥＰ１】都市的地域と中山間地域の区分 

 

【都市的地域】 

農業地域分類における 

・都市的地域 

・平地農業地域 

【中山間地域】 

農業地域分類における 

・中間農業地域 

・山間農業地域 

【ＳＴＥＰ２】都市圏の設定１ 

都市的地域に対して、以下の中心都市への通勤・

通学率 5％以上の圏域を設定 

・彦根市⇒彦根都市圏 

・京都市・草津市⇒京都都市圏 

・大阪市・東大阪市・門真市・大東市⇒大阪都市圏 

・神戸市⇒神戸都市圏 

・姫路市⇒姫路都市圏 

・和歌山市⇒和歌山都市圏 

【ＳＴＥＰ３】都市圏の設定２】 

上記に該当しない都市圏について、各都市におけ

る通勤通学率による結びつきを踏まえて都市圏

を設定 

・長浜市⇒長浜都市圏 

・舞鶴市⇒舞鶴都市圏 

・福知山市⇒福知山都市圏 

・御坊市⇒御坊都市圏 

・田辺市⇒田辺都市圏 

・新宮市⇒新宮都市圏 

【ＳＴＥＰ４】圏域の類型化 

各都市圏における集積状況等や中山間地域等の位置づけを踏まえて圏域を類型化 

・大都市圏（京都都市圏、大阪都市圏、神戸都市圏） 

・地方都市圏〔中都市圏〕（姫路都市圏、和歌山都市圏） 

・地方都市圏〔小都市圏（産業集積型）〕（長浜都市圏、彦根都市圏、舞鶴都市圏、

福知山都市圏 

・地方都市圏〔小都市圏（小集積型）〕 （御坊都市圏、田辺都市圏、新宮都市圏） 

・中山間地域 

近畿圏の市町村 
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（１）都市的地域と中山間地域の区分（ＳＴＥＰ１） 

都市圏を設定する当たり、都市圏を構成する都市的地域と中山間地域に区分する。 

中山間地域については、農林統計に用いる農業地域類型（中間農業地域、山間農業地域）と地

域振興立法による指定区域の２種類の考え方があるが、市町村ごとに地域を設定できる前者を用

いることとした。 

都市的地域；都市的地域、平地農業地域 

中山間地域；中間農業地域、山間農業地域 

 

＜都市的地域と中山間地域の区分＞ 
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（２）都市圏の設定１（ＳＴＥＰ２） 

前項で設定した都市的地域に対して、設定した中心都市への通勤・通学率 5％以上の圏域を設

定する。 

 

＜都市圏の設定１＞ 

都市圏 中心都市 

彦根都市圏 彦根市 

京都都市圏 京都市・草津市 

大阪都市圏 大阪市・東大阪市・門真市・大東市 

神戸都市圏 神戸市 

姫路都市圏 姫路市 

和歌山都市圏 和歌山市 

 

＜都市圏の設定１＞ 

 

彦根都市圏 

京都都市圏

大阪都市圏

和歌山都市圏

神戸都市圏

姫路都市圏 
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（３）都市圏の設定２（ＳＴＥＰ３） 

前項で設定した都市圏に該当しない市町村について、周辺市町村との通勤・通学率（5％以上）

を踏まえて都市圏を設定した。 

 

＜都市圏の設定２＞ 

都市圏 中心都市 郊外都市 

長浜都市圏 長浜市 高月町、湖北町、虎姫町 

舞鶴都市圏 舞鶴市 （舞鶴市単独） 

福知山都市圏 福知山市 （福知山市単独） 

御坊都市圏 御坊市 美浜町 

田辺都市圏 田辺市 （田辺市単独） 

新宮都市圏 新宮市 太地町 

 

＜都市圏の設定２＞ 

 

長浜都市圏 

舞鶴都市圏

田辺都市圏

福知山都市圏

御坊都市圏

新宮都市圏 
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＜長浜市への通勤・通学率＞ 
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＜舞鶴市への通勤・通学率＞ 
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＜福知山市への通勤・通学率＞ 
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＜御坊市への通勤・通学率＞ 
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＜田辺市への通勤・通学率＞ 
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＜新宮市への通勤・通学率＞ 

 
 



 132

（４）圏域の類型化（ＳＴＥＰ４） 

各都市圏の中心都市における集積状況をみると、人口や各種産業機能面で、以下のように類型

化することができる。 

 

＜圏域の類型化＞ 

類 型 該当する都市圏 都市圏の特性 

大都市圏 京都都市圏 
大阪都市圏 
神戸都市圏 

中心都市において、商業・業務系を中
心に、各種集積が突出して高く、就業
や各種活動に係る吸引力が強いため、
従属する都市が広範囲にわたる都市圏

地方都市圏 
 

中都市圏 姫路都市圏 
和歌山都市圏 

中心都市において、工業系を中心に、
産業集積が高くなっており、従属する
都市が比較的広範囲にわたる都市圏 

 小都市圏 
（産業集積型） 

長浜都市圏 
彦根都市圏 
舞鶴都市圏 
福知山都市圏 

大都市圏とは遠隔地にあり、中都市圏
には劣るものの、中心都市において、
工業系を中心に、産業集積が比較的高
くなっている都市圏 

 
 

小都市圏 
（小集積型） 

御坊都市圏 
田辺都市圏 
新宮都市圏 

大都市圏とは遠隔地にあり、中心都市
における産業集積が弱いものの、中心
都市における商業・業務系の集積によ
り形成される都市圏 

 

＜中心都市における集積状況の比較＞ 

中心都市の特性 都市圏 中心都市 

夜間人口 

（千人） 

昼夜間人口差 

（千人） 

商品販売額 

（10 億円/年） 

工業製品出荷額等

（10 億円/年）

彦根都市圏 彦根市 110  1.4  242  568   

長浜都市圏 長浜市 83  1.6  177  408   

京都都市圏 京都市・草津市 1,581 ◎ 128.9 ◎ 5,875 ◎ 2,890  ○

福知山都市圏 福知山市 82  5.4  215  276   

舞鶴都市圏 舞鶴市 91  -0.4  191  191   

大阪都市圏 大阪市・東大阪市・ 
門真市・大東市 

3,363 ◎ 1,022.9 ◎ 48,541 ◎ 6,439  ◎

神戸都市圏 神戸市 1,521 ◎ 27.4 ◎ 5,713 ◎ 2,661  ○

姫路都市圏 姫路市 536 ○ 10.2 ○ 1,723 ○ 2,189  ○

和歌山都市圏 和歌山市 375 ○ 15.8 ○ 878  1,400   

御坊都市圏 御坊市 27  3.7  69  21   

田辺都市圏 田辺市 82  1.5  191  35   

新宮都市圏 新宮市 34  3.3  95  11   

注）夜間人口：    ◎；1,000 千人以上、○；300 千人以上 1,000 千人未満 

昼夜間人口差   ◎；100 千人以上、○；10 千人以上 100 千人未満 

商品販売額：   ◎；5兆円/年以上、○；1兆円/年以上 5兆円/年未満 

工業製品出荷額等 ◎；5兆円/年以上、○；1兆円/年以上 5兆円/年未満 
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＜圏域の類型化結果＞ 

 

彦根都市圏

京都都市圏

大阪都市圏

和歌山都市圏

神戸都市圏

姫路都市圏 

長浜都市圏

舞鶴都市圏

田辺都市圏

福知山都市圏

御坊都市圏

新宮都市圏 


